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資料 1 自然公園等施設の整備状況

( 1 ) 国立 国定公園

年度 公 園 名 事 業 名 妻 義 事 業 内 容 事 業 費

昭和
4 6

大 山隠岐国

立公園

大山寺駐車場

舗装整備

バス発着所舗

装整備

大山町 面 積 1 1 , 1 6 6 m2

収容能力 2 0 6 台

面 積 1 , 4 5 5 m2

2 0 , 0 0 0

1 , 7 0 0

山 陰海岸国

立公園

城原因路整備

鳥取砂丘清掃

施設整備

砂丘道路チ ュ

一 リ ッ プ植栽

岩美町

鳥取市

福部村

安全冊 L = 6 3 3 m

焼却炉 1 、 空缶圧縮機 1 、 ガ フ ス粉砕機 1
ゴ ミ カ ゴ 2 8

収容棟 ( 9 8 臍 ) 1 棟

植栽延長 1, 1 3 5 m

チ ュ ー リ ッ プ球根 5 7 , 2 0 0 球

5 , 0 0 0

2 , 4 1 5

5 7 2

氷 ノ 山 . 後

山 ･ 那岐山

国定公園

雨滴園地整備 国府町 面 積 1 , 0 1 8 m2 2 , 0 0 0

小 計 3 1 , 6 8 7

4 7 大山隠岐国

立公園

大山頂上歩道

整備

清掃施設整備

大山町

溝口町

延 長 1, 8 2 1 m

冊延長 1, 7 1 2 m

制 礼 4 3 本

ごみ焼却炉、 空缶圧縮機、 ガ フ ス粉砕機

2, 2 0 0

3 , 0 0 0

山 陰海岸国

立公園

鳥取砂丘道路

整備

鳥取砂丘道路

補償工事

福部村 ア ス フ ァ ル ト 舗装

L = 6 4 8 6 m W= 7 0 m

バス停 1

国道拡中
L = 1 8 8 m W= 3 0 m~ o m

歩 道

L = 1 8 8 m W= 3 m~ 1 5 m

2 9 , 2 0 0

6 , 7 0 0

氷 ノ 山 後

山 ･ 那岐山

国定公園

雨滝歩道整備 国府町 L = 1 , 8 5 2 5 m W = 1 5 m 3 , 4 0 0

小 計 4 4, 5 0 0

4 8 大 山隠岐国

立公園

大平原清掃施

設整備

江府町 ごみ焼却炉、 機械収納棟、 電気設備一式 3, 0 0 0

山陰海岸国

立公園

鳥取砂丘駐車

場整備

福部村 面 積 6, 5 9 1 m2 1 4 , 6 0 0

一 1 4 9 -



年度 公 園 名 事 業 名 蒙 義 事 業 内 容 事 業 費

昭和
4 8

鳥取砂丘道路

整備

鳥取市 ア ス フ ァ ル ト 舗装

L = 4 6 0 m W= 7 0 m

ア ス フ ァ ル ト 舗装

L = 3 4 0 m W= 7 0 m

2 5, 2 0 0

1 8 , 2 0 0

氷 ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐山

国定公園

芦津園地整備 智頭町 園 地 L = 2, 5 0 0 m W= 1 5 m

駐車場面積 1 , 0 0 o m2 砂利敷

公衆便所 1 8 6 m2

1 1 , 8 0 0

小 計 7 2, 8 0 0

4 9 大山隠岐国

立公園

大山 自然科学

館整備

大山町 R C二階建 延べ 3 9, 4 1 0 廣 5 0 , 6 0 0

山陰海岸国

立公園

鳥取砂丘排水

処理施設整備

鳥取市

福部村

排水管 H P の 2 0 0 % L = 1 , 5 0 0 m

L P の 1 5 0 % L = 1 , 1 0 o m

多 2 0 0 % L = 6 5 0 m

圧送ポ ンプ 3 か所

沈殿池、 電設設備汚泥槽

1 0 2, 2 5 0

比婆道後帝

釈国定公園

船通山歩道整

備

日南町 L = 1 , 1 7 0 m Wr = 1 0 ~ 1 . 5 m

簡易施設

( 指導標 1 0 基、 案内板 2 基 )

3 , 0 0 0

小 計 1 5 5 , 8 5 0

5 0 大山隠岐国

立公園

鍵掛峠園地整

備

江府町 公衆便所 R C 2, 6 8 8 m2

駐車場 5 2 8 證

給排水工事一式

1 0, 0 0 0

氷 ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐山

国定公園

氷ノ 山野営場

整備

若桜町 野営場 9,0 0 o m2 3 0 0 人収容

取合車道 L = 5 0 6 m W= 3 . o m

炊事場 2 2 8 m2 2 棟

便 所 1 8 6 m2 2 棟

給水施設、 電気工事一式

2 8, 0 0 0

小 計 3 8, 0 0 O

5 1 大山隠岐国

立公園

大山 自然科学

館展示整備

大山町 動植物、 地形、 地質 コ ー ナ ー整備 8, 0 0 0

山陰海岸国

立公園

浦富駐車場整

備

鳥取砂丘道路

整備

岩美町

福部村

駐車場舗装 2, 2 9 9 m2

ロ ッ ク ネ ッ ト 6 5 5 m2

砂防柵 L = 1 8 2 m H= 9 5 cm

7 , 8 0 0

5 , 0 0 0

氷 ノ 山 ･ 後
山 . 那岐山
国定公園

氷 ノ 山野営場

整備

若桜町 サ イ ト 造園 4, 0 3 2 爵

歩 道 L = 2 6 0 m W= 1 5 m

2 9, 0 0 0

一 1 5 0 一



年度 公 園 名 事 業 名 患 義 事 業 内 容 事 業 費

昭和
5 1

取付車道 L = 1 9 8 m W= 3 0 m
千円

小 。十 4 9 , 8 0 0

5 2 大 山隠岐国

立公園

大山 自然科学

館展示整備

大山町 動植物、 地形、 地質 コ ー ナ ー整備 1 1 , 0 0 0

小 計 1 1 , 0 0 0

5 3 大 山隠岐国

立公園

模原駐車場

大山 自然科学

館展示整備

大山町

大山町

駐車場造成

人文 コ ー ナ ー整備

2 4, 0 0 O

1 0 , 0 0 0

小 計 3 4, 0 0 0

5 4 大 山隠岐国

立公園

大平原園地整

備

模原園地整備

一向平野営場

整備

江府町

大山町

東伯町

駐車場舗装 ( アス フ ァル ト ) 2 , 5 0 0 m2

芝生広場造成 1 1 , 5 0 6 m2

プ ン ト サ イ ト 整備 2, 1 4 6 m2

炊 事 場 3 6 1 m2 1 棟

公衆便所 3 3 3 話 1 棟

給水施設 1 式

1 0, 0 0 0

2 0 , 0 0 0

1 2 , 0 0 0

小 計 4 2, 0 0 0

5 5 山陰海岸国

立公園

山陰海岸自然

科学館整備

岩美町 R C 造平家建 3 9 3 6 好

展 示 1 式

8 0 , 0 0 O

氷 ノ 山 ･ 後

山 ･ 那岐山

国定公園

氷ノ 山野営場

整備

若桜町 管理車道舗装 W= 3 0 爵
L = 7 0 5 m2

1 4 , 0 0 0

小 計 9 4, 0 0 0

5 6 山陰海岸国

立公園

山陰海岸自 然

科学館整備

岩美町 駐 車 場 A S 舗装 1 , 4 4 4 甜

サ イ ト 造園 8 9 6 旙

汚水浄化施設 1 式

空澗施設 1 式

展 示 1 式

5 9 , 2 4 5

山 陰海岸国

立公園

羽尾岬歩道整

備

岩美町 歩 道

L = 1 , 3 1 0 m Wr = 1 5 m 1 0 , 0 0 0

大 山隠岐国

立公園

一向平野営場

整備

東伯町 駐 車 場 1 , 0 5 0 旙

管 理 棟 木造 4 8 7 姪

1 4, 8 0 0

小 計 8 4, 0 4 5

- 1 5 1 -



年度 公 園 名 事 業 名 議 事 業 内 容 事 業 費

昭和
5 7

山 陰海岸国

立公園

羽尾岬歩道整

備

岩美町 歩道改良

L = 1 , 8 9 4 m W= 0 8 ~ 1 5 m

休 憩 所 ギ木造 1 8 m2

9, 4 0 0

れソ 浦富網代歩道

整備

イン 歩道新設 L = 3 0 5 m W= 1 5 m

安全施設 L = 3 2 0 m

標識区間 L = L4 km

1 5 , 0 0 0

大 山隠岐国

立公園

大山寺駐車場

整備

大山町 取付道拡幅 L = 1 9 5 m W= 8 0 m

駐車場拡張 A S 舗装 9 0 9 m2

2 0, 6 0 0

んヅ 大 山周廻歩道

整備

れツ 歩道改良 L = 2 6 6 m W= 1 5 m

木 道 L = 1 1 5 m W= 0 5 m

冊 L = 4 1 0 m

2 7, 4 0 0

小 計 7 2, 4 0 0

合 。十 7 3 0, 0 8 2

く め 県立公園 ( 単県補助事業 )

年度 公 園 名 事 業 名 妻 義 事 業 内 容 事 業 費

昭和
4 6

三朝東郷湖

県立公園

打吹公園公衆

便所

馬の山車道

鉢伏山駐車場

倉吉市

羽合町

東郷町

1 棟 2 6 姪

L = 6 5 4 m W' = 4 m

面 積 1, 8 7 5 m2

収容力 バス 5 台 、 小型車 5 2 台

1 , 0 0 O

2 , 4 0 0

2 , 0 0 0

奥 日 野県立

公園

滝山公園園地 日野町 歩 道 8 2 6 m

東 屋 1 4 話 3 棟

2, 6 0 0

小 計 8, 0 0 0

4 7 三朝東郷湖

県立公園

打吹公園歩道 倉吉市 L = 4 9 1 7 m W= 2 0 m 1 , 0 0 0

奥 日野県立

公園

滝山公園歩道 日野町 L = 5 1 6 8 m W= 1 o m 1 , 8 0 0

小 計 2, 8 0 0

4 8 三朝東郷湖

県立公園

打吹公園歩道

三徳山歩道

倉吉市

三朝町

L = 4 6 5 8 m Wr = 2 0 m

L = 3 1 4 8 m Wr = 1 5 m

1 , 0 0 0

2 , 4 0 0

一 1 5 2 一



の ゆ

年度 公 園 名 事 業 名 妻 該 事 業 内 容 事 業 費

昭和
4 8

奥 日 野県立

公園

滝山公園芝張 日野町 面 積 1 , 5 0 8 6 姪 1 , 0 0 0

小 計 4, 4 0 0

4 9 三朝東郷湖

県立公園

打吹公園園地 倉吉市 歩 道 L = 4 0 0 m W= 1 5 m

清掃設備、 焼却炉 1 基

2, 0 0 0

奥 日 野県立

公園

滝山公園休憩

舎

石霞渓歩道

日 野町

日 南町

鉄骨カ フ ー ト タ ンぶ き 3 5 好

簡易施設 ( ベ ンチ 2 基 )
L = 7 0 0 m W= 2 0 m

1 , 0 0 0

3 , 5 0 0

小 計 6, 5 0 0

5 0 奥 日野県立

公園

鶏ノ 池公園歩

道

石霞渓歩道

日野町

日南町

L = 4 8 5 m Wr = 1 5 m

L = 1 1 0 2 m Wr ニ ー o m

2 , 0 0 0

1 , 5 0 0

小 計 3, 5 0 0

5 1 奥 日 野県立

公園

鶏ノ 池団地 日野町 給水槽 1 基 給水管 2 0 0 m

洗 場 1 か所

2, 0 0 0

小 計 2, 0 0 0

5 2 三朝東郷湖

県立公園

大平山園地 倉吉市 遊歩道 L = 6 8 7 . 8 m W= 1 5 m

取付道路 L = 2 8 5 m W= 2 0 m

植裁 く サ ク フ ) 8 5 本

3, 0 0 0

奥 日野県立

公園

鶏ノ 池園地 日野町 整 地 1 0 , 0 0 0 旙

便 所 2 棟

2, 0 0 0

小 計 5, 0 0 0

5 3 奥 日野県立

公園

鶏ノ 池園地 日野町 整 地 9, 8 6 0 m2

張 芝 1, 2 2 0 m2

2 , 0 0 0

三朝東郷湖

県立公園

大平山園地

浅津駐車場

三朝駐車場

倉吉市

羽合町

三朝町

広場整備 4, 3 6 3 旙

取付道 4 5 m

排水溝 2 1 8 m

駐車場舗装 1 , 2 4 0 m2

駐車場舗装 5 8 4 臍

外 椚 8 5 姪 案内板 1 基

2, 0 0 0

2 , 0 0 0

2 , 0 0 0

小 。十 8 , 0 0 0

5 4 三朝東郷湖

県立公園

大平山園地

打吹公園

倉吉市

倉吉市

駐車場造成 9 8 2 話

休憩所 3 9 2 9 爵 1 棟

2 , 0 0 O

3 , 0 0 0

- 1 5 3 -



年度 公 園 名 事 業 名 蒙 義 事 業 内 容 事 業 費

昭和
5 4

三朝園地 三朝町 休憩所 1 6 0 姪 1 棟 2, 0 0 0

小 計 7, 0 0 0

5 5 三朝東郷湖

県立公園

大平山園地 倉吉市 休憩所 2 2 m2 1 棟 2 , 0 0 0

奥 日野県立

公園

鶏 ノ 他車道 日 野町 車道舗装

L = 4 5 0 m W= 3 5 m

5 , 6 3 0

小 計 7, 6 3 0

5 6 三朝東郷湖

県立公園

大平山園地 倉吉市 展望休憩所 鉄骨造 り 3 3 9 旙 5, 2 0 0

奥 日野県立

公園

鶏ノ 池車道

花見山駐車場

日 野町

日南町

車道舗装 L = 4 5 8 m W= 3 . 5 m

駐車場 8 6 6 評

4,0 0 0

6 , 0 0 0

小 計 1 5 , 2 0 0

5 7 三朝東郷湖

県立公園

今滝歩道 東郷町 歩 道 L = 2 3 7 m W= 1 . 5 m

休憩所 ギ木造 4 m2

5 , 0 0 0

奥 日野県立

公園

鶏ノ 池便所 日野町 公衆便所 C ･ B 造 1 8 6 肝 2, 5 0 0

小 計 7, 5 0 0

合 計 7 7, 5 3 0

( 3 ) 中 国 自然歩道

年度 整備路線名 事業か所 事 業 内 容 事 業 費

昭和
5 2

川床 一向 平 線 大 山 町

東 伯 町

歩道改良 L = 9 , 0 3 9 m W= 1 5 m

吊 橋 L = 4 5 m W= 1 . o m

( 大山隠岐国立公園内 )

2 9, 8 0 0

岩 戸 大 谷 線 岩 美 町

福 部 村

歩道新設 L = 2 , 6 5 0 m W= 1 . 5 m

休 憩 所 1 棟 2 8 旙

公衆便所 2 棟 4 9 姪

( 山陰海岸国立公園内 )

3 0, 2 0 0

小 計 6 0 , 0 0 O

5 3 川 床 赤 松 線 大 山 町 歩道新設 L = 6 4 9 m W = 1 . 5 m 2 7 , 2 0 0

=

　

- 1 5 4 -
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年度 整備路線名 事業か所 事 業 内 容 事 業 費

昭和
5 3

休 憩 所 1 棟 2 8 評

歩道改良 L = 3 , 9 6 7 m W= 1 5 m

( 大山隠岐国立公園内 )

雨 滴 扇 ノ 山 線 国 府 町

岩美 町

歩道新設 L = 5 , 5 5 2 m W= 1 0 ~ 1 5 m

歩道改良 L = 5, 5 0 0 m W= 1 .0 ~ 1 5 m

橋 L = 1 o m W= 1 5 m

休 憩 所 1 棟 5 5 爵

( 氷 ノ 山 ･ 後山 . 那岐山国定公園内 )

3 2, 8 0 0

小 計 6 0 , 0 0 0

5 4 雨 滝 大 谷 線 鳥 取 市

国 府 町

岩 美 町

福 部 村

歩道新設 L = 6, 9 2 1 m W= 1 o m

標識区間 4 6 5 km

休 憩 所 4 棟 5 1 肝

公衆便所 1 棟 2 0 鯖

( 公園外 )

4 5 , 0 0 O

一 向平 三 朝 線 倉 吉 市

東 伯 町

関 金 町

東 郷 町

三 朝 町

歩道新設 L = 2, 7 0 0 m W= 1 . 5 m

標識区間 4 6 0 km

休 憩 所 2 棟 2 2 m2

公衆便所 3 棟 3 7 肝

( 公園外 )

3 6, 0 0 0

小 計 8 1 , 0 0 0

5 5 岩 戸 ･ 浜 坂 線 福 部 村

鳥 取 市

標識区間 6 3 km

公衆便所 1 棟 1 6 m2

( 山陰海岸国立公園内 )

7 , 0 0 0

浜 坂 三 朝 線 鳥 取 市

鹿 野 町

三 朝 町

歩道新設 L = 6, 0 0 o m W= 1 o m

標識区間 4 5 5 km

休 憩 所 2 棟 2 6 m2

公衆便所 1 棟 1 2 m2

( 公園外 )

5 2, 8 0 0

小 。十 5 9 , 8 0 0

5 6 芦津 三滝 奥 線 智 頭町 歩道 ( 改良 ) L = 2 , 9 1 2 m W= 1 5 m

標識区間 5 0 km

休 憩 所 ギ木造 1 9 8 話

( 氷 ノ 山後山那岐山国定公園 )

1 7, 6 0 0

広留野 ･ 扇 ノ 山線 若 桜 町 歩道 ( 改良 ) L = 1 , 0 8 8 m W= 1 5 m

標識区間 1 5 km

( 氷 ノ 山後山那岐山国定公園 )

7, 2 0 0

昔滓 広留 野 線 智 頭 町 歩道 ( 改良 ) L = 1 0 , 0 1 7 m W= 1 5 m 3 3 , 9 0 0

- 1 5 5 -



昭 和 5 7 年 度 ま で の 整 備 状 況

一計
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一 1 5 6 -

年度 整備路線名 事業か所 事 業 内 容 事 業 費

昭和
5 6

八 東 町

若 桜 町

標識区間 2 1 0 km

休 憩 所 ギ木造 1 9 8 m2

小 。十 5 8 , 7 0 0

5 7 金 門 ･ 寂 静 山 大 山 町 歩道 ( 改良 ) L = 1 , 0 8 7 m W= 1 , 0 ~ 1 5 m

休 憩 所 木造 1 2 6 好

く 大 山隠岐国立公園 )

5 , 0 0 0

狩谷 山 ･ 若 杉 峠 若 桜 町 歩道 ( 新設 ) L = 3 , 8 5 7 m W= 1 5 m

( 氷 ノ 山後山那岐山国定公園 )

1 1 , 4 0 0

三滝奥 狩 谷 山 智 頭 町 歩道 ( 新設 ) L = 2, 1 6 9 m W= 1 . 5 m

標識区間 L = 3 6 m

( 公園外 )

7, 5 0 0

赤松 境水道大橋 大 山 町

米 子 市

境 港 市

標識区間 L = 3 8 km

休 憩 所 ギ木造 1 8 姪 2 棟

( 公園外 )

1 1 , 1 0 0

小 計 3 5 , 0 0 0

合 計 3 5 4, 5 0 0



資料 2 昭和 5 7 年度常時監視測定結果

表 1 二酸化硫黄濃度測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
1 時間値
カゞ O 1 PPm

を超 えた
時間数 と
そ の割合

日平均値
が 0 04pPm

を超 えた
日数 と そ
の 割 合 最高値一時間値の 最高値日平均値の 除外値日平均値の二%

日平均値
0 04 ppm を
超 えた 日
が 2 日 以

上連続 し
た こ と の

有 無

環境基準
の長期的
評価によ
る 日平均
値 0 04PPm
を超 えた

日 数

( 日 ) (時間 ) ( ppの (時間) (% ) ( 日 ) ( % ) ( ppの ( ppの ( ppの ( 有×無○ ) ( 日 )

衛 生 研 究 所 362 8, 674 0 0 05 O O O O 0 06 0 0 1 9 0 0 13 ○ O

西部移動測定局
米 子
保 健 所

172 4, 1 25 0 00 8 2 0 0 3 1 . 7 0 1 2 0 0 57 0 038 X 3

境小学校 55 1 , 3 1 8 0 00 5 O O O O 0 03 0 . 0 1 0 0 0 10 ○ O

群工義 36 86 1 0 00 5 O O O O 0 . 02 0 0 08 0 . 008 ○ O

渡小学校 55 1 , 3 1 9 0 0 1 1 O O 1 1 8 0 09 0 044 0 032 ○ O

日 吉 津 180 4, 320 0 006 1 O O O 0 1 3 0 0 3 2 0 0 1 8 ○ O

園 有効測定 日数 と は、 1 日 の測定時間が 2 0 時間以上であ る 日数

表 2 二酸化鉛法によ る 硫黄酸化物濃度年平均値経年変化 ( 単位 . 旺 so3 /日/ 1 0O C評 P bo2 )

測 定 地 点
昭和51
年 度

昭和52
年 度

昭和53
年 度

昭和54
年 度

昭和55
年 度

昭和56
年 度

昭和57
年 度

鳥 取 市

鳥 取 警 察 署

鳥 取 家 政 高 校

鳥 取 市 立 病 院

※ 1 鳥 取 保 健 所

山 陰合銀鳥取 支店

0 071

0 07 7

0 086

0 05 0

0 075

( o 072 )

0 079

0 0 85

0 1 78

0 048

0 093

( o o 97 )

0 087

0 099

0 1 87

0 043

0 1 1 0

( 0 1 0 5 )

0 1 26

0 1 1 8

0 275

0 077

0 1 37

( 0 1 47 )

0 07 5

0 1 05

0 336

0 05 0

0 209

( o 1 55 )

0 092

0 1 76

0 1 84

0 1 06

0 1 65

( o 1 45 )

0 08 1

0 0 84

0 1 53

0 082

0 245

( o . 1 29 )

倉 吉 市

倉 吉 市 役 所

日本交通新町営業所

県 立 厚 生 病 院

日ノ丸バス上井タ ー ミ ナル

0 036

0 1 98

0 053

0 06 5

( o 088 )

0 026

0 076

0 028

0 025

( o o39 )

0 063

0 1 7 9

0 07 2

0 1 4 1

( o 1 1 4 )

0 042

0 1 0 6

0 068

0 0 6 3

( 0 070 )

0 046

0 10 3

0 047

0 082

( 0 070 )

0 03 1

0 072

0 030

0 049

( o 046 )

0 . 034

0 07 1

0 0 3 1

0 049

( 0 0 46 )

米 子 市

夜 見 鉄 工 団 地

N H K 住吉 中 継所

皆 生 温 泉 会 館

米 子 保 健 所

米 子 商 工 会 議 所

西 部 総 合 事 務 所

0 037

0 000

0 1 29

0 1 21

0 1 62

0 1 9 1

( 0 1 07 )

0 0 52

0 021

0 13 3

0 064

0 1 66

0 224

( o 1 1 0 )

0 05 3

0 0 09

0 149

0 047

0 1 26

0 1 79

( 0 0 94 )

0 0 52

0 0 21

0 13 1

0 056

0 1 46

0 23 6

( 0 1 07 )

0 099

0 067

0 1 39

0 096

0 1 26

0 1 48

( o 1 1 3 )

0 1 25

0 073

0 284

0 1 1 7

0 1 99

o 2387

( o 1 73 )

0 062

0 1 78

0 1 1 8

0 1 1 0

0 0 62

0 0 80

( 0 1 0 1 )

@
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測 定 地 点
昭和51
年 度

昭和52
年 度

昭和53
年 度

昭和54
年 度

昭和55
年 度

昭和56
年 度

昭和57
年 度

日吉津村 日 吉 津 小 学 校 0 0 17 0 05 5 0 084 0 1 37 0 1 32 0 202 0 1 21

境 港 市

済 生 会 境 港 病 院

※ 2 境 港 元 町 病 院

余 子 小 学 校

0 1 94

0 01 6

0 003

( o o7 1 )

0 1 68

0 054

0 .020

( o .o 8 1 )

0 25 1

0 054

0 039

( o 1 1 5 )

0 180

0 060

0 03 1

( o o90 )

0 1 04

0 085

0 0 75

( o 088 )

0 202

0 1 3 0

0 1 03

( o 1 45 )

0 1 49

0 076

0 045

( 0 090 )

園 ※ 1 印は昭和 5 3 年 8 月 か ら測定点が東南東に約 2 0 0 m移動 し 、 鳥取商工会館に変更。

※ 2 印は昭和 5 4 年 3 月 か ら ゴヒヘ約 2 2 0 m移動 し 、 境港測候所に変更。

( ) は平均値。

表 3 一酸化炭素濃度測定結果 ( 一般環境大気測定局 )

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
8 時間値
が20ppm を

超 えた回
数 と その
割合

日 平均値
が1oppm を

超えた 日
数 と その
割合 最高値8時間値の 最高値日平均値の 除外値日平均値の2%

日平均値
1OPPm を超
えた 自 力ゞ

2 日 以上
連続 した
こ と の有
無

環境基準
の長期的
評価によ
る 日平均
値1oppm を
超えた 日

数

( 日 ) (時間) ( p蛔) ( 回 ) ( % ) ( 日 ) ( % ) ( ppの ( ppの ( ppの ( 有× 無○ ) ( 日 )

衛 生 研 究 所 364 8 , 725 0 4 O O O O 1 8 1 3 0 8 ○ O

西部移動測定局
米 子
保 健 所

171 4 , 1 02 0 5 O O O O 1 9 1 、 1 0 9 ○ O

境小学校 47 1 , 1 22 0 4 O O O O 1 3 0 . 8 0 8 〇 O

枦工義 36 863 0 3 O O O O 1 0 0 7 0 6 ○ O

波小学校 69 1 , 653 0 . 3 O O O O 0 8 0 5 0 . 5 ○ O

圏 有効測定 日数 と は 、 1 日 の測定時間が 2 0 時間以上であ る 日数

表 4 一酸化炭素濃度測定結果 ( 自 動車排出ガス測定局 )

測 定 局 日数有効測定 測定時間 年平均値
8 時間値が2op抑
を超 えた回数 と
そ の 割 合

日平均値が1OP皿
を超 えた 日数 と
そ の 割 合 の最高値8時間値 の最高値日平均値

( 日 ) (時間 ) ( ppの ( 回 ) ( % ) ( 日 ) (% ) ( p随 ) ( ppの

日 交 旅 行
セ ン タ ー

1 0 2 3 5 3 0 O O O O 8 0 5 5

丸山交差点 8 1 9 2 1 6 O O O O 3 7 2 2

中国電力前 1 1 2 6 4 1 5 O O O O 3 0 2 2

圏 有効測定 日数 と は 、 1 日 の測定時間が 2 0 時間以上であ る 日数

一 1 5 8 -



表 5 浮遊粒子状物質濃度測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
1 時間値
力5 0 20 鰓

/ m3 を超
えた時間
数 と その
割 合

日平均値
が 0. 1 0 噂
/ 姪を超
えた 日数
と そ の

割 合 最高値1時間値の 最高値日平均値の 除外値日平均値の2%
日平均値
0 1 0旺 /
m3 を超え
た 日 が 2

日 以上連
続 した こ
と の有無

環境基準
の長期的
評価によ
る 日平均
値 0 1 0 叱
/ 踏を超
えた 日数

( 日 ) (時間) 門衛り (時間) ( % ) ( 日 ) ( % ) 肉侮り 門海) 肉海) (有 × 無○) ( 日 )

衛 生 研 究 所 362 8,663 0 025 O O O O 0 1 8 0 066 0 051 ○ O

西部移動測定局
米 子
保 健 所

17 1 4, 097 0 0 20 O O O O 0 . 1 5 0 0 68 0 046 ○ O

境小学校 49 1 , 17 2 0 026 O O O O 0 1 4 0 059 0 054 ○ O

薯港工義 27 647 0 027 O O O O 0 . 1 3 0 079 0 047 ○ O

渡小学校 54 1 , 294 0 025 O O O O 0 1 2 0 0 85 0 0 68 ○ O

圏 有効測定 日数 と は、 1 日 の測定時間が 2 0 時間以上であ る 日数

表 6 二酸化窒素濃度測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
日平均値が
0 06 p皿を超

えた 日数 と
そ の 割 合

日平均値が
0 01 P膊以上
0 06 PPm以下
の 日数 と そ
の 割 合 最高値1時間値の 最高値日平均値の 年間98%値日平均値の

98%値評
価によ る
日 平均値
が 0 06 P皿

を超 えた

日 数

( 日 ) ( 時間 ) ( pの ( 日 ) (% ) ( 日 ) ( % ) ( ppの ( ppの ( p即) ( 日 )

衛 生 研 究 所 356 8, 525 0 . 008 O O O O 0 06 0 0 28 0 01 8 O

西部移動測定局
米 子
保 健 所

176 4, 21 8 0 . 0 10 O O O O 0 06 0 025 0 . 0 1 7 O

境小学校 50 1 , 200 0 007 O O O O 0 05 0 0 1 7 0 0 17 O

枦工義 36 864 0 004 O O O O 0 03 0 0 1 2 0 0 1 1 O

渡小学校 69 1 , 655 0 003 O O O O 0 03 0 0 1 5 0 008 O

圏 有効測定 日数 と は 、 1 日 の測定時間が 2 0 時間以上であ る 日 数

- 1 5 9 -‐



表 7 光化学オ キ シダ ン ト 濃度測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間数 年平均値
1 時間値
カヌ 0 06 p卯

を超え た

時間数 と
その割合 1時間値の最高値 日平均値の最高値 昼間測定日数 昼間測定時間数

昼間の 1
時間値が
0 06 PPm を

超 えた 日
数 と 時間
数

昼間の 1
時間値が
0 1 2 P血以

上の 日数
と 時間数 の最高値昼間の1時間値 間値の年平均値昼間の日最高1時

( 日 ) (時間) ( ppの (時間) ( % ) ( p皿) ( ppの ( 日 ) (時間) ( 日 ) (時間) ( 日 ) (時間) ( pの ( ppの

衛 生 研 究 所 357 8, 563 0 0 26 93 1 1 0 0 8 0 0 61 3 57 5 , 33 9 1 9 87 O O 0 08 0 0 41

西部移動測定局
諜 健 訴 163 3 , 887 0 0 28 37 1 0 0 08 0 0 54 1 63 2 , 42 3 9 37 O O 0 0 8 0 . 042

境小学校 47 1 , 1 23 0 033 49 4 4 0 09 0 0 53 47 70 4 6 4 1 O O 0 09 0 049

境港工業
高 校

36 860 0 0 30 1 4 1 6 0 08 0 0 52 36 539 3 1 3 C O 0 08 0 049

渡小学校 67 1 , 603 0 037 1 04 6 5 0 08 0 0 62 67 1 , 00 3 1 5 75 O O 0 08 0 0 56

囲 1 有効測定 日数 と は 、 1 日 の測定時間が 2 0 時間以上であ る 日数

2 昼間 と は 5 時か ら 2 0 時ま での時間帯

表 8 降下ぽい じん量の経年変化 ( 単位 ; t on/蛭/月 )

＼＼＼＼逕莚~年月測定点

昭和 5 1 年度 昭和 5 2 年度 昭和 5 3 年度 昭和 5 4 年度

最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均

鳥 取
山陰合同銀
行鳥取支店

9 7 1 6 4 7 1 0 0 2 7 6 2 1 0 . 8 2 3 6 . O 7 9 2 9 5 1

倉 吉 倉吉市役所 5 7 1 5 3 3 5 5 1 7 3 2 8 4 1 1 4 0 7 2 1 3 3 4

米 子
西 部 総 合
事 務 所

13 0 1 8 5 7 5 9 2 1 3 8 9 2 0 9 4 6 1 0 7 2 5 5 . 6

境 港
済 生 会
境 港 病 院

12 5 1 8 5 7 6 5 1 9 3 9 9 8 1 7 4 8 1 2 0 3 5 6 7

日 吉津
日 吉 津
小 学 校

4 4 1 6 ( 3 1 ) 6 1 1 2 3 0 7 2 1 5 3 8 7 9 1 4 4 . 9

＼＼~逕雙定＼廼測定点

昭和 5 5 年度 昭和 5 6 年度 昭和 5 7 年度

最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均

鳥 取
山陰合同銀
行鳥取支店

1 5 3 2 4 6 8 9 1 2 1 5 6 1 2 9 1 9 6 0

倉 吉 倉吉市役所 18 4 1 4 5 2 8 0 0 9 3 9 6 9 1 6 3 6

米 子
西 部 総 合
事 務 所

16 6 3 0 7 8 8 1 1 6 4 5 9 5 1 9 4 8

境 港
済 生 会
境 港 病 院

18 6 2 6 7 7 9 0 1 9 5 2 1 1 8 2 8 6 2

日 吉津
日 吉 津
小 学 校

6 2 2 0 4 . 1 7 1 1 4 3 3 7 2 1 5 3 . 6

｣

鰯 ( ) 内 は年度を通 して採取時間が 6, 0 0 0 時間に達 しない場合
- 1 6 0 -



資料3 昭和5 6 年度常時監視測定結果の他県との比較

1 概 要

昭和 5 6 年度に中国 5 県で行われた環境大気測定局の測定結果の う ち 、 環境基準物質について比較

した も のであ る 。

各物質 ( 二酸化硫黄、 一酸化炭素、 浮遊粒子状物質、 二酸化窒素、 光化学オ キ シダン ト ) について

の比較は表 1 ~表 5 の と お り であ る 。

注 1 各表中数値は、 昭和 5 6年度 ｢一般環境大気測定局測定結果報告｣ 環境庁大気保全局大気規制

課編昭和 5 7 年 1 2 月 か ら抜粋。

注 2 局数について、 下段 ( ) 内 は設置市町村の数。

注 3 複数局 あ る 鳥取、 岡山 、 広島 、 山 口 の各県について は 、 測定結果の最小局 と最大局の測定数

値を掲げた 。

2 各物質の比較

の 表 1 ~表 5 の と お り 。

表 1 二酸化硫黄の比較

糸火
年平均値

1 時間値が 0 1
ppmを超 えた時間
数 と そ の 割 合

日平均値が 0 0 4
ppm を超 えた 日 数
と そ の 割 合

1 時間値

の最高値

日平均値
の 2 %

除 外 値

( ppの (時間 ) ( % ) ( 日 ) ( % ) ( ppの ( ppの

鳥 取
6

( 4 )

0 0 0 5

2

0 0 0 9

O 0 1 O O

0 0 3

Z
0 1 0

0 0 1 0

Z
0 0 3 0

島 根
1

( 国技 )
0 0 0 4 O O O O 0 0 4 0 0 0 9

岡 山
5 4

( 1 4 )

0 0 0 5

2

0 0 2 3 o!"
O

Z

0 2

O

Z
3 2

O

Z

9 0

0 0 4

2
0 1 7

0 0 1 1

2
0 0 4 7

広 島
5 0

( 2 1 )

0 . 0 0 3

Z
0 0 1 5 0･′･2

O

ノ

0 O

O

で
O

O

Z
0 0

0 0 3

2
0 1 2

0 0 1 1

2
0 0 2 8

山 ロ
4 1

( 1 2 )

0 0 0 4

ノ
0 0 1 2 0･′･3

O

ノ
0 O

O

Z

1

O

と
0 3

0 0 3

2

0 1 6

0 0 1 1

2
0 0 3 0

- 1 6 1 -



表 2 一酸化炭素の比較

旅ミ
年平均値

8 時間値が20
ppmを超 えた国

数 と その割合

日平均値が10
p皿を超 えた 日

数 と その割合

1 時間値

の最高値

日平均値
の 2 %

除 外 値

( pの (回 ) (% ) ( 日 ) ( % ) ( ppの ( p皿)

鳥 取
5

( 3 ) 3、′、500 O O O O 1▲)【r｢〉 5、!101

島 根
1

( 国没 )
0 . 5 O O O O 2 0 7

岡 山
2

( 1 ) 6、′、700 O O O O 5

1 2

2
1 6

広 島
1

( 国技 )
0 3 O O O O 1 0 6

山 ロ
4

( 3 ) お、′、501 O O O O

5

2
1 4

1 1

メ
2 6

一 1 6 2 -

表 3 浮遊粒子状物質の比較

淡ミ
年平均値

1 時間値が 0 20
喝/nFを超えた時
間数 と その割合

日 平均値が 0. 1 0
蝮 / 姪 を超えた
日数 と その割合

1 時間値

の最高値

日平均値
の 2 %

除 外 値

(唯/証 ) (時間 ) (% ) ( 日 ) (% ) ( 叱/姪) (咀/鯖 )

鳥 取
5

( 3 )

0 0 2 1

Z
0 0 3 2 0、′、4 o!0 1 0･′･2 0 0!1 8

0 1 3

2
0 2 9

0 0 3 7

2
0 0 9 0

島 根
1

(国技)
0 0 2 5 1 1 0 1 O O 0 3 0 0 0 6 5

岡 山

広 島
1 4

( 1 2 )

0 0 3 0

Z

0 0 6 0

O

Z
1 1 3

0 0

2

1 3

O

2

3 5

0 0

2

9 9

0 1 9

Z
0 4 0

0 0 6 4

2

0 1 4 2

山 口

一



表 4 窒素酸化物の比較

-
-
｣
の
の
-

-

ぷ
一酸化窒素 ( NO ) ニ 酸 化 窒 素 ( N02 ) 窒素酸化物 ( N O 十 N02 )

年平均値
1 時間値

の最高値

日平均値
の 年 間
98 % 値

年平均値
日平均値が 0 06
ppm を超 え た 日数
と そ の 割 合

1 時間値

の最高値

日平均値
の 年 間
98 % 値

年平均値
1 時間値

の最高値

日平均値
の 年 間
98 % 値

( ppの

N02

NO十N02

( % )( ppの ( ppの ( ppの ( ppの ( 日 ) ( % ) ( ppの ( ppの ( ppの ( ppの

鳥 取
5

( 3 )

0 0 0 1

2
0 0 0 6

0 0 3

2
0 1 3

0 0 0 3

2
0 . 0 2 8

0 0 0 4

2
0 . 0 1 1

O O

0 0 3

ノ
0 0 5

0 0 0 8

2
0 0 2 7

0 0 0 5

Z
0 0 1 7

0 . 0 4

Z
0 1 8

0 0 1 2

Z
0 0 5 9

6 5 0

2
7 5 9

島 根
1

( 国設)
0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 4 O O 0 0 5 0 0 1 2 0 0 0 5 0 0 8 0 0 1 8 7 6 . 5

岡 山
4 5

( 1 3 )

0 0 0 3

Z
0 0 3 7

0 0 5

Z
0 3 5
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Z
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2
7 1 4

鰯 サルツ マ ン係数 0 84 の吸光光度法で測定 した結果
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資料4 ばい煙発生施設に係る窒素酸化物規制の経緯

第1次規制(昭和48年8月) 第2次規制(50年12月) 第3次規制(52年6月) 第4次規制(54年8月) 第5次規制(58年9月)
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資料 5 ばい煙発生施設に対する窒素酸化物排出基準一覧

令別表第1の項 細番号
ばい煙発生施設の

種類

※ 1

規 模

最大定

格排 ガ

ス量

万Nm3

、 /h /

残存酸

素濃度

(百分率)

排 出 基 準 値

昭和48年 8 月 9 日 ま

でに設置 さ れた施設

48年 8 月 1 0 日 か ら 50

年1 2月 9 日 ま でに設

置 さ れた施設

50年1 2月 1 0 日 か ら 52

年 6 月 1 7 日 ま でに設

置 さ れた施設

52年 6 月 1 8 日 か ら 54

年 8 月 9 日 ま でに設

置 さ れた施設

52年 6 月 1 8 日 か ら

52年 9 月 9 日 まで

に設置 さ れた液体

燃焼小型ボ イ フ ー

54年 8 月

1 0 日 か ら

58年 9 月

9 日 ま で

に設置 さ

れた施設

58年 9 月

1 0 日以降

に設置 さ

れた施設

( 瓶62年
3月末まで

に設置 さ

れる も の

1 ① ガス専焼ボ イ フ ー 50以上

1けし50

4 ~1 0

1 ~ 4

0 . 5 () 1

0 5未満

5 %
}蹴
匙p皿
59 8 10 か ら 150 ppm

わ即
匙p鼬
5g) ‐ 8 10 か ら 150 ppm

} 鱒皿

痢p皿
1 50 PPm

59 8 10 か ら 150 ppm

60 PPm

撫 p卸
130 PPm

痢 p加

② 固体燃焼ボ イ フ ー 70以上

50()7 0

2けし50

4 ~2 0

0 5()4

0 5未満

6 %

59 9 9 まで 480 PPm

59 9 ‐ 1 0 か ら 400 ppm
※ 2 3 5

･

59 9 9 まで 480 PPm

59 9 ‐ 10 か ら 420 ppm
※ 2 3 . 4

59 9 ‐ 9 まで 48O ppm

59 9 10 か ら 450 p随
一

※ 8

59 ‐ 8 ‐ 1 0 か ら 480 ppm

※ 9

59 ‐ 9 9 ま で 48O ppm

59 9 10 か ら 300 ppm
… “ ･

※ 6

} gg 8 総醐窪田
59 9 9 まで 48O pPm

59 9 10 か ら 380 ppm
〔 n m ふ メ メ0を…
け り 1U 刃 ) り 鰄OU FF1u

※

59 8 10 か ら 480 ppm

: ･ 9

59 9 . 9 まで 480 PPm
ト

59 9 . 10 か ら 300 ppm

59 9 9 まで 480 PPm

59 9 10 か ら 350 ppm

59 ‐ 8 10 か ら 480 ppm

※ 9

59 ‐ 9 ‐ 9 まで 4OO PPm

59 9 . 10 か ら 300 ppm

59 ‐ 9 9 まで 4Oo ppm

59 9 10 か ら 350 ppm

59 9 9 まで 4OO PPm

59 9 ‐ 1 0 か ら 380 ppm

左に同 じ

左に同 じ

※ 7

左に同 じ

※ 7

20 0 pPm

( 3 o o ppの

250 PPm

( 3 o o ppの

3 0 0 pPm

蟻溌芻
型の も のに
限 り 320 PPm

③ 排脱付液体燃焼ボ
イ フ ー

原油タ ール ＼

1 00 万Nmツh

未満/
※ 1 0

50^) 100

1 0() 5 0

4 () 1 0

1 ~ 4

0 . 5 () 1

0 5未満

4 %

}競, 跨ら 即皿

} 加皿
55 10 1 か ら 280 ppm

58) ‐ 8 10 か ら 280 ppm

} 鱒皿

280 PPm

55 1 0 1 か ら 280 ppm

59 8 10 か ら 280 ppm

} 1…
55 1o 1 か ら 28o PPm

58) ‐ 8 10 か ら 280 ppm

1 30 PPm

ね皿
} 88 捉る度鰡8田 野

180 PPm

1 3 0 PPm

}鱒
} 鱒 p皿

④ 液体燃焼ボ イ フ ー

原油タ ール③以＼
外 /

奬 1 0

5 0以上

1 0()5 0

4 () 1 0

1 ~ 4

0 5 () 1

0 5未満

4 %

55 5 1 か ら 180 ppm

55 5 1 か ら 19o ppm

}瑠 蛾〉 ら 加仰
55 10 1 か ら 250 ppm

59 8 1 0 か ら 250 ppm

} 鱒皿
57 8 10 か ら 250 ppm

55 1 0 1 か ら 250 ppm

59 8 1 0 か ら 250 ppm

} 1…
55 10 1 か ら 250 p皿

59 8 10 か ら 250 ppm

130 PPm

} 即皿
漉 き燃ゑ 芻窪田 - }

180 PPm

1 3 0 PPm

} 即 皿
} 鱒 臓

⑤ 排脱付液体燃焼ボ
イ ラ ー

原油 タ ール以外＼
1 00 万N爵ソh

未満/
※ 1 0

50()100

1 0() 50

4 ()1 0

1 ~ 4

0 5() 1

0 5未満

4 %

}臨, から 即仰
55 5 1 か ら 210 脚皿

55 5 1 か ら 250 ppm

55 10 1 か ら 280 ppm

59 . 8 1 0 か ら 280 ppm

}蹴
55 5 1 か ら 250 ppm

55 . 10 1 .か ら 280 ppm

59 ‐ 8 10 か ら 280 ppm

} 150 p卯
55 10 1 か ら 280 ppm

59 8 10 か ら 280 ppm

130 PPm

}廓
梍勧 説総撥8郡司 }

1 80 PPm

1 3 0 PPm

}蹴
}鱒 中

⑥ 液体燃焼ボ イ フ ー

(③~⑤以外)
※ 1 0
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1 0()5 0

4 () 1 0

1 ~ 4

0 5() 1

0 5未満

4 %

55 ･ 5 1 か ら 180 卿n

55 5 ‐ 1 か ら 19o ppm

19O PPm

55 5 1 か ら 230 ppm

5540 1 か ら 250 ppm

59 8 ‐ 1 0 か ら 250 ppm

} 靴皿
55 5 1 か ら 230 ppm

55 10 1 か ら 250 ppm

59 . 8 1 0 か ら 250 ppm

･ 1 50 PPm

｣

55 ‐ 1 0 1 か ら 250 ppm

59 8 10 か ら 250 ppm

130 PPm

}蹴
} 88 捉る楚総帥

180 PPm

1 3 0 PPm

･ 1 5 0 PPm

} 煎 p皿

2 ① ガス発生炉加熱夢一 7 % 57 8 10 か ら 170 ppm 57 8 10 か ら 170 ppm 57 8 10 か ら 170 ppm 57 . 8 10 か ら 170 ppm 1 50 PPm
′

② 水素ガス製造用 ガ

ス発生炉

天井バー ナ ー燃さ
焼方式 ノ

7 % 57 8 ‐ 10 か ら 360 ppm 57 8 10 か ら 360 ppm 57 8 10 か ら 360 ppm 57 8 10 か ら 360 ppm 1 5 0 PPm
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令別表第1の項 細番号
ばい煙発生施設の

種類

※ 1

規 模

最大定、
格排ガ
ス量

万N禧

/h

残存酸

素濃度

(百分率)

排 出 ･ 基 準 値

昭和48年 8 月 9 日 ま

でに設置 さ れた施設

48年 8 月 1 0 日 か ら 50

年1 2月 9 日 ま でに設

置 さ れた施設

50年1 2月 1 0 日 か ら 5 2

年 6 月 1 7 日 ま でに設

置 さ れた施設

52年 6 月 1 8 日 か ら 54
年 8 月 9 日 ま でに設
置 さ れた施設

52年 6 月 1 8 日 か ら
52年 9 月 9 日 ま で
に設置 さ れた液体
燃焼小型ボ イ フ ー

54年 8 月
1 0 日 か ら

58年 9 月
9 日 ま で

に設置 さ
れた施設

58年 9 月
1 0 日 以降
に設置 さ
れた施設

( 瓶62年
3月末まで
に設置 さ
れる も の

7 ⑦ 石油加熱炉
(①~⑥以外)

1 0以上
4 ()1 0

1 ~ 4

0 5() 1

0 5未満 } 6 %
}臨 ー か ら 節皿

180 PPm

55 5 1 か ら 180 ppm

57 8 1 0 か ら 200 ppm

}卿
55 5 1 か ら 180 ppm

57 8 ‐ 1 0 か ら 200 ppm

} 則 p弧
150 P加

55 5 ‐ 1 か ら 180 ppm

57 . 8 10 か ら 200 ppm

撫皿
130 PPm

150 PPm

180 PPm

巨 p皿
1 30 PPm

1 50 PPm

1 8 0 PPm

8 触媒再生塔 6 % 57 . 8 . 1 0 か ら 300 p即 57 8 10 か ら 300 ppm 57 8 10 か ら 300 ppm 57 ‐ 8 10 か ら 300 ppm 2 5 0 PPm

8、/、2
燃焼炉 8 % 57 8 10 か ら 300 ppm 57 8 10 か ら 300 ppm 57 8 1 0 か ら 300 ppm 57 8 10 か ら 300 ppm 2 5 0 PPm

9 ① 石灰焼成炉
ガス燃焼 ロ ー タ、
ノ ー キルソ ノ

1 5 % 57 8 10 か ら 300 p皿 57 8 ‐ 10 か ら 300 ppm 57 8 1 0 か ら 300 ppm 57 8 10 か ら 300 ppm 2 50 PPm

② セ メ ン ト 焼成炉
(湿式)

1 0以上
1 0未満 } 10 %

250 PPm 250 PPm

350 PPm

2 5 0 PPm

3 5 0 PPm

③ セ メ ン ト 焼成炉
(②以外)

1 0以上
1 0未満 } 10 % }閼 ー から “増m }縦 から 剱皿

250 PPm

56 4 1 か ら 480 ppm

250 PPm

350 PPm

2 5 0 PPm

3 5 0 PPm

④ 耐火物原料、 耐火
レ ンガ製造用焼成

炉

18 % 57 ‐ 8 1 0 か ら 450 ppm 57 8 10 か ら 450 ppm 57 8 ‐ 1 0 か ら 450 ppm 57 8 10 か ら 450 ppm 4 0 o ppm

⑤ 板ガフ ス 、 ガ フ ス

繊維製造用溶融炉

15 % 57 8 10 か ら 400 ppm 57 8 10 か ら 40o ppm 57 8 10 か ら 40o ppm 57 8 10 か ら 400 ppm 3 6 0 PPm

⑥ フ グ ッ ト 、 光学ガ
フ ス 、 電気ガフ ス
製造用溶融炉

16 % 57 8 10 か ら 9oo ppm 57 8 10 か ら 9oo ppm 57 8 10 か ら 90o ppm 57 8 1 0 か ら 90o ppm 8 0 0 PPm

I

⑦ そ の他ガフ ス製造
用溶融炉

15 % 57 8 10 か ら 500 ppm 57 ‐ 8 1 0 か ら 500 ppm 57 8 10 か ら 500 ppm 57 8 10 か ら 500 ppm 4 5 0 PPm

⑧ そ の他焼成炉、 溶
融炉

15 % 57 8 ‐ 1 0 か ら 200 ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 57 ‐ 8 10 か ら 200 ppm 1 80 PPm

1 0 ① 反応炉、 直火炉
(②、 ③以外)

6 % 57 8 10 か ら 200 ppm 57 ‐ 8 ‐ 1 0 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 1 80 PPm

② 硫酸カ リ ウ ム製造
用反応炉

6 % 57 . 8 10 か ら 250 ppm 57 8 10 か ら 250 ppm 57 8 10 か ら 250 ppm 57 8 10 か ら 250 ppm 1 8 0 PPm

③ 硫酸製造用反応炉
(N O の触媒)

1 5 %
※ 1 2

57 8 1 0 か ら 700 ppm 57 ‐ 8 10 か ら 700 ppm 57 8 1 0 か ら 700 ppm 57 ‐ 8 10 か ら 700 ppm 1 8 0 PPm

1 1 乾燥炉 16 % 57 8 10 か ら 250 p弧 57 ‐ 8 1 0 か ら 250 ppm 57 8 10 か ら 250 ppm 57 8 10 か ら 250 ppm 2 3 0 PPm

1 3 ① 浮遊回転燃焼式腕
却炉
(連続炉)

4 以上
4 未満 } 12 % } 57 8 . 1 o か ら 90O P皿 }那, ーo か ら … P則 }務,勝ら …皿

450 PPm

57 8 10 か ら 9oo ppm
し 4 50 ppm

② 特殊廃棄物焼却炉
(連続炉)

※ 1 3

4 以上
4 未満 } 12 %

57 ‐ 8 1 0 か ら 300 ppm

57 ‐ 8 10 か ら 90o ppm
57 ‐ 8 ‐ 1 0 か ら 300 ppm
57 8 ‐ 1 0 か ら 90o ppm

57 ‐ 8 ‐ 1 0 か ら 300 ppm

57 8 10 か ら 9oo ppm

250 P剛

57 8 10 か ら 9oo p血

250 PPm

7 0 0 PPm

③ 廃棄物焼却炉
連続炉①、 ②以＼
外 ノ

4 以上
4 未満 ね2 % }瑠 ーo から 抑皿 戸, 8m から 抑皿 }瑶 ーo か ら 抑 P皿

250 PPm

57 8 1 0 か ら 300 p則 } 加 脚 -

④ 廃棄物焼却炉
(連続炉以外)

4 以上 12 % 250 PPm 2 5 0 PPm

1 4 ① 銅、 鉛、 亜鉛精錬
用培焼炉

14 % 57 ‐ 8 10 か ら 250 ppm 57 8 10 か ら 250 ppm 57 ‐ 8 ‐ 1 0 か ら 250 ppm 57 ‐ 8 10 か ら 250 ppm 22 0 PPm

② " 焼結炉 15 % 57 ‐ 8 10 か ら 30o ppm 57 8 ‐ 1 0 か ら 300 ppm 57 8 10 か ら 300 ppm 57 8 10 か ら 300 ppm 2 2 0 PPm

③ " 溶鉱炉
(④、 ⑤以外)

15 % 57 8 10 か ら 120 ppm 57 8 1 0 か ら 120 ppm 57 8 ‐ 10 か ら 120 ppm 57 8 10 か ら 120 ppm 1 0 O PPm

④ 亜鉛精錬用溶鉱炉
の う ち鉱滓処理炉
石炭、 コ ー ク ス ＼
を燃料 ･ 還元剤
と す る も の /

15 % 57 . 8 . 1 0 か ら 450 ppm 57 8 10 か ら 450 ppm 57 8 10 か ら 450 ppm 57 8 10 か ら 450 ppm 4 50 PPm

⑤ 亜鉛精錬用溶鉱炉
の う ち土型蒸留炉

15 % 57 8 10 か ら 230 ppm 57 8 10 か ら 230 ppm 57 ‐ 8 10 か ら 230 ppm 57 8 10 か ら 230 ppm 1 0 O PPm



令別表第1の項 細番号
ばい煙発生施設の

種類

※ 1

規 模

/最大だ
格排ガ
ス量

万Nm3

、 /れ

残存酸

素濃度

(百分率)

排 出 ･ 基 準 値

昭和48年 8 月 9 日 ま

でに設置 さ れた施設

48年 8 月 1 0 日 か ら 50

年1 2月 9 日 ま でに設

置 さ れた施設

50年1 2月 1 0 日 か ら 52

年 6 月 1 7 日 ま でに設

置 さ れた施設

52年 6 月 1 8 日 か ら 54
年 8 月 9 日 ま でに設
置 さ れた施設

52年 6 月 1 8 日 か ら
52年 9 月 9 日 ま で
に設置 さ れた液体
燃焼小型ボイ フ ー

54年 8 月
1 0 日 か ら

58年 9 月
9 日 ま で

に設置 さ
れた施設

58年 9 月
1 0 日 以降
に設置 さ
れた施設

( 瓶62年
3月末まで

に設置 さ
れる も の

1 4 ⑥ 溶解炉
(⑦~⑨以外)

12 % 57 ‐ 8 10 か ら 20o ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 1 8 0 PPm

⑦ 銅精錬用溶解炉の
う ち精製炉
ア ンモ ー ア を選＼
元剤 と す る も の/

12 % 57 8 ‐ 1 0 か ら 330 ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 3 3 0 PPm

⑧ 亜鉛精錬用溶解炉
の う ち亜鉛、 カ ド
ミ ウ ム精溜炉
( LPG、 COG燃焼)

12 % 57 8 10 か ら 20o ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 20o ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 1 80 PPm

⑨ 亜鉛精錬用溶解炉
の う ち回転式亜鉛
津処理炉

12 % 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 1 8 0 PPm

⑲ 乾燥炉 16 % 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 ‐ 8 ‐ 1 0 か ら 200 ppm 57 ‐ 8 10 か ら 200 ppm 57 8 . 1 0 か ら 200 ppm 1 8 0 PPm

1 8 活性炭製造用反応
炉

6 % 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 1 80 PPm

2 1 ① 燐等製造用焼成炉 15 % 57 8 ‐ 10 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 pp風 1 80 PPm

② 燐等製造用溶解炉 15 % 57 8 1 0 か ら 650 ppm 57 8 10 か ら 650 ppm 57 8 10 か ら 650 ppm 57 8 10 か ら 650 ppm 6 0 0 PPm

2 3 ① ト リ ポ リ 燐酸ナ ト
リ ウ ム製造用焼成
炉

15 % 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 p凹 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 1 80 PPm

② ト ノ ボ ノ 燐酸ナ ト
ノ ウ ム製造用乾燥
炉

16 % 57 8 . 10 か ら 200 p皿 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 20o ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 1 8 0 PPm

2 4 鉛二次製錬等用溶
解炉

12 % 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 1 8 0 PPm

2 5 鉛蒸電池製造用溶
解炉

12 % 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 8 ‐ 1 0 か ら 200 ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 ‐ 8 1 0 か ら 20o ppm 1 8 0 PPm

2 6 ① 鉛系顔料製造用溶
解炉

12 % 57 8 ‐ 1 0 か ら 20o ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 1 80 PPm

② 鉛酸化物製造用溶
解炉

O S 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 . 1 0 か ら 200 p加 57 8 1 0 か ら 200 ppm 57 8 1 0 か ら 200 ppm 1 8 0 PPm

③ 反射炉 15 % 57 8 ‐ 10 か ら 200 ppm 57 ‐ 8 1 0 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 ‐ 1 0 か ら 200 ppm 1 8 0 PPm

④ 反応炉 6 % 57 8‐ 10 か ら 200 ppm 57 . 8 . 1 0 か ら 200 ppm 57 8 . 10 か ら 200 p趾 57 8 ‐ 1 0 か ら 200 ppm 1 80 P即

⑤ 鈴酸化物 、 硝酸鉛
製造用反応炉

O S 57 8 10 か ら 200 p皿 577 ‐ 8 ‐ 1 0 か ら 200 pp皿 57 8 10 か ら 200 ppm 57 8 10 か ら 200 ppm 1 80 PPm

2 7 硝酸製造施設 O S 200 PPm 200 pPm 200 PPm 200 脚弧 200 PPm

2 8 ① コ ー ク ス炉
(オ ッ ト ー式)

1 0以上

1 0未満 } 7 % . 200 PPm 初p加 } 節 蛔

② コ ー ク ス炉
(①以外)

1 0以上
1 0未満 } 7 % } 55 , 5 , 1 か ら 蜘皿 }覊 ー から 剱皿

20o ppm

55 ‐ 5 1 か ら 350 ppm 匡灘 } 節 仰

鰡※ 1 電気炉 ( 熱源 と して電気を使用す る も の ) を除 く 。

※ 2 5 0 万Nm3/h 以上、 低品位炭専腕、 火炉分割壁型放射過熱器を有す る 火炉熱発生率 1 4 万皿/m3/h 以上は 5 5 0 ppm。
※ 3 3 0 万N脛/h 以上、 低品位炭専焼 ( ※ 2 以外 ) 4 8 0 ppm。

※ 4 2 0 万N姪/h 以上 2 5 万NnF/h 未満、 石炭専焼、 前面燃焼方式、 自然循環型、 火炉熱発生率 1 4 万蛔/旙/h 以上は 4 5 0 ppm。 6 0 9 1 0 か ら適用 。

※ 5 1 0 0 万N爵/h 以上石炭燃焼、 接線型チルチ ン グバー ナ ー を有す る ( ※ 1 2 以外 ) も のは 4 3 0 ppm。

※ 6 5 0 万N鯖/h 以上 7 0 万N瀞/h 未満、 火炉熱発生率 2 0 万k馴/nP/h 以上、 熱再生抽気復水式自然循環型 5 9 . 1 2 3 1 ま でに固体燃焼ボ イ フ ー に転
換す る も のは 4 2 0 皿を変更工事完了の 日 か ら適用 。

※ 7 石炭専焼、 流動層燃焼方式 o 5 ~ 1 方N旙/h は 3 9 0 ppm、 1 ~ 4 万N姪/屈ま 3 8 0 ppm。

※ 8 ヴ鶯 9 1 0 か ら適用 o
※ 9 5 9 . 8 1 0 か ら適用 。

※ 1 0 液体燃焼ボ イ フ ー の う ち 5 2 9 1 0 以前に設置 さ れた 0 5 万Nm3/h 未満の過負荷燃焼の も のは除外。

※ 1 1 キ ュ ポ フ は適用除外。

※ 1 2 5 4 8 1 0 以降設置の硫酸製造用反応炉 ( 虻0 2 触媒 ) は 6 %。
※ 1 3 特殊廃棄物焼却炉と は ｢一 ト ロ 化合物アサ ザノ 化合物若 し く は シ ア ノ 化合物、 若 し く は こ れ ら の誘導体を製造 し 、 若 し く は使用す る工程又は ア ン

モ ー ア を用 いて排水処理す る 工程か ら 排出 さ れる廃棄物を焼却す る も の ｢を し う



資料 6 自動車排出 ガス規制経緯の概要

( 昭和 5 7 年版環境庁編 自動車排出ガス測定局測定結果報告書よ り 抜粋 )

q
の
-

規 制 時 期
規 制 内 容

新 型 車 継続生産車

ガンJンLPG車
酸

化

炭

素

( C O )

新 車

走 行

サ イ ク ル

規 制

4 モ ー ド検査

4 1 9 1 4 2 9 1 濃度規制 最高値 3 0 % ( 普通 自動車及び小型 自動車 ( ガン J ン車 ) )

4 4 9 . 1
4 5 1 1

4 5 4 1 ~蝋同上 ) ( 護盟礬莢安覆り
46 1 1 4 6 1 1 " " 1 5 % ( 普通 自動車及び小型 自動車 ( L P G車 ) )

3 0 % ( 軽 自動車 ( ガン J ン車 、 L P G車 ) )

1 0 モ ー ド検査

48 4 1 4 8 1 2 1

重量規制 最高値 多勢壷4ふみ謝る髪舞理事艶8) 3とぶ篝壘串内

濃度規制 最高直 そ薑封 ) % ( ガ ン i ン車 ) 1 1 % ( L P G車 )6 モ ー ド検査

1 0 モ ー ド検査

50 4 1

5 0 1 2 1

( 5 1 4 1 )

重量規制 最高値 努 家 人類桜 飛躍車謝 7 0 ( 1 3 ‐ o ) g知 ( ト

" 最高値 桑 5移り現す姿勢 ((乗軽顱車中畠郭 ( 1 o o ) g / ブ ス ト1 1 モ ー ド検査

ア イ ド リ ン グ 検 査 45 8 1 4 5 8 1 濃度規制 最高値 4 5 %

使 用

過 程 車
ア イ ド リ ン グ 検 査

45 8 1 4 5 8 . 1 " " 5 5 %

4 7 1 0 1 4 7 1 0 1 " " 4 5 %

炭

化

水

素

( H C )

新 車

フ ロ ー ノ ゞ イ ･ ガ ス 45 9 1 4 6 1 . 1 o g / プ ス ト ( ブ ロ ー バイ ･ ガス還元装置義務付 )

燃 料 蒸 発 ガ ス 47 7 1 4 8 4 . 1 2 g / ブ ス ト ( 排出抑止装置義務付 )

走 行

サ イ ク ル

規 制

1 0モ ー ド検査

48 4 1 4 8 1 2 1

3 8 ( 2 9 4 ) g ん【m ( ガン j ン車 ) 3 2 ( 2 3 4 ) g ゑm
重量規制 最高値 ( L P G車 ) 2 2 5 ( 1 6 6 ) g 魚m ( 2 サ イ ク ル軽 自動

車 ) ( 軽 ･ 中量車 )

濃度規制 最高値 盤垂範 ) P Pm ( ガン ノ ン車 ) 4 4 0 P Pm ( L P G車 )6 モ ー ド検査

1 0モ ー ド検査

50 4 1

5 0 1 2 . 1

( 5 1 4 1 )

0 3 9 ( o 2 5 ) g 在m ( 乗用車 ) 2 7 ( 2 1 ) g ゑm

重量規制 最高値 ≦ .ト 〔液 “び)鍋■)@ サ イ ク ル軽 卜 わ ク )
( 軽 ･ 中量車 )

9 5 ( 7 0 ) g / プ ス ト ( 乗用車 ) 1 7 0 ( 1 3 0 ) g / ブ ス

" 最高値 抜 きゐブギ姦し サ . “ ル軽 ト , ' “ ) ( 軽 ‐ 中
量車 )

1 1 モ ー ド検査

使 用

過 程 車

装 置 規 制 48 5 1 4 8 5 1 排出ガス減少装置義務付 点火時期圏整義務付

ア イ ド リ ン グ検査 50 1 1 5 0 1 1

1 2 0 0 p pm ( 4 サ イ ク ル ) 7 8 0 0 p pm ( 2 サ イ ク ル )
濃度規制 最高値 3 3 0 0 p pm ( 特殊 )

5 0 6 1 よ り ト フ ノ ク

窒

素

酸

化

物

( Nox)

新 車

走 行

サ イ ク ル

規 制

1 0モ ー ド検査

48 4 . 1 4 8 1 2 1

3 0 ( 2 1 8 ) ( L P G車は 2 1 9 ) g ゑm
雲畑生= 三宮姑 ( ガソ リ ン車き L P G車 )
里飢刷 取同1凰 o 5 ( o 3 ) g ゑm ( 2 サ イ ク ル軽 自動車 )

( 軽 ･ 中量車 )

6 モ ー ド検査 濃度規制 最高岬罐最中 3 ) P Pm ( ガソ リ ン車 ‐ L P G車 )

1 0モ ー ド検査

50 4 1

5 0 1 2 1

( 5 1 4 1 )

1 6 ( 1 2 ) g ゑm ( 乗用車 ) 2 3 ( 1 8 ) g ゑm ( ト フ

重量規制 最高値 “ (羸痴@ サイ ク ル軽自動車 ) ( 軽 中量
車 )

1 1 モ ー ド検査

1 1 0 ( 9 0 ) g ノ ブ ス ト ( 乗用車 ) 2 0 ( 1 5 ) g / プ ス ト
三吉佑 ( ト フ ソ ク バス )
取同I胆 4 0 ( 2 5 ) g / プ ス ト ( 2 サ イ ク ル軽 自動車 ) ( 軽

中量車 )

1 0モ ー ド検査

5 1 4 1

5 2 3 1

( 5 3 3 1 )

0 8 4 ( 0 6 ) g ゑm ( 1 W 1 0 0 o kg以下乗用車 ( 軽 自動

" 最高直 者除法) )蜘 ( , 靴… ''超乗用車“ サイ ク
ルの軽乗用車 )

1 1 モ ー ド検査

8 0 ( 6 . o ) g / プ ス ト ( 1 W 1 o o o kg以下乗用車 ( 軽

" 最高鴎礬褥浅から朴 GM ･" ''超乗用車“ サ
イ ク ルの軽乗用車 )

6 モ ー ド検査 5 1 8 1 5 3 . 4 1 濃度規制 最高値 橙畠籤5 o ) P Pm ( ガソ リ ン車、 L P G車 )
1 0 モ ー ド検査 53 4 1

( 5 6 . 4 1 )

5 4 3 1

( 5 6 4 1 )

重量規制 最高値 0 4 8 ( o 2 5 ) g 在m ( 乗用車 )

" 最高値 6 0 ( 4 4 ) g / ブ ス ト ( 乗用車 )1 1 モ ー ド検査

1 0モ ー ド検査
54 1 1

( 5 6 . 4 1 )

5 4 1 2 1

( 5 6 4 1 )
“ 鬮謹 ま 簔 甥 !信 念 “ 多 ク沸 ミ 軽量謳 ) 軽 自

動車 )



規 制 時 期
規 制 内 容

新 型 車 継続生産車

ガンJン･LPG車
窒

素

酸

化

物

(No x )

新 車

走 行

サ イ ク ル

規 制

1 1 モ ー ド検査 54 1 1

( 5 6 4 1 )

5 4 1 2 1

( 5 6 4 1 )

最高値 1 0 ( 8 0 ) g / テ ス ト ( ト フ ソ ク バス ) ( 軽量車 )
重量規制 最高値 1 1 ( 9 . o ) g / テ ス ト ( ト フ ッ ク ･ バス ) ( 中量車 ･ 軽

自動車 )

6 モ ー ド検査 濃度規制 最高値 1 3 9 0 ( n o o ) p pm ( ト フ ッ ク ･ バス ) ( 重量車 )

1 0モ ー ド検査 56 1 1

( 58 4 1 )

5 6 1 2 1

( 5 8 4 1 )

重量規制 最高値 o 8 4 ( o 6 ) g 在m ( ト フ ソ ク ･ バス ) ( 軽量車 )

1 1 モ ー ド検査 " 最高値 8 0 ( 6 . o ) g / プ ス ト ( ト フ ッ ク ･ バ ス ) ( 軽量車 )

1 0モ ー ド検査 56 1 2 1

( 59 4 1 )

5 7 1 1 1

( 5 9 4 1 )

" 最高値 1 2 6 ( o 9 ) g 俶m ( ト フ ッ ク ･ バス ) ( 中量車 )

1 1 モ ー ド検査 " 最高値 9 5 ( 7 5 ) g / プ ス ト ( ト フ ソ ク ･ バス ) ( 中量車 )

1 0モ ー ド検査
57 1 . 1

( 5 9 4 1 )

5 7 1 2 1

( 5 9 4 1 )

" 最高値 1 2 6 ( 0 9 ) g ゑm ( ト フ ッ ク ) ( 軽 自動車 )

1 1 モ ー ド検査

6 モ ー ド検査

" 最高値 9 5 ( 7 5 ) g / テ ス ト ( ト フ ッ ク ) ( 軽 自動車 )

濃度規制 最高値 9 9 0 ( 7 5 0 ) p pm ( ト フ ッ ク ･ バス ) ( 重量車 )

使 用
過 程 車

装 置 規 制 48 5 1 4 8 5 . 1 排出 ガス減少装置義務付 点火時期凋整義務付

プィーゼル車
赳8“

新 車

走 行

サ イ ク ル

規 制

D 6

モ ー ド 検 査

49 9 1 5 0 4 1 濃度規缶-｣ 最高値 総〆難波 2 8総勢話直名義難語緑食指部磨が

No x

52 8 1 5 3 4 1 濃度規制 最高値 5 0 0 ( 3 8 0 ) p pm ( 直噴式 8 5 0 ( 6 5 0 ) p pm )

5 4 4 1

( 5 6 4 1 )

5 5 3 1

( 5 6 4 1 )
" 最高値 4 5 0 ( 3 4 0 ) p pm ( 直噴式 7 0 0 ( 5 4 0 ) p pm )

57 1 1

( 5 9 4 1 )

5 7 1 2 1

( 5 9 4 1 )
" 最高値 3 9 0 ( 2 9 0 ) p pm ( 直噴式を除 く )

乗 用 車

57 1 0 1

( 5 9 4 1 )

5 8 9 1

( 5 9 4 1 )

乗用車以
外の車種

全 負 荷 時 検 査 47 7 1 4 7 7 1 汚 染 度 5 0 %
粒子状

物 質 使 用
過 程 車

無負荷急加速時検査 50 1 1 5 0 1 1 " 5 0 %

-
-

]
“
窃

---

( 備 考 ) ( 1 ) 最高値の ( ) 内 は平均値 。

( 2 ) ( 軽量車 ) と は車両総重量 1 , 7 0 0 kg以下の普通 自動車及び小型 自動車をい う 。

( 中量車 ) と は車両総重量 1 , 7 0 0 kg を超 え 、 2, 5 0 0 kg以下の普通 自動車及び小型 自動車を い う

( 重量車 ) と は車両総重量 2, 5 0 0 kg を超 え る普通 自動車及び小型 自動車 をい う ( 乗用車を除 く )

( 軽 ･ 中量車 ) と は軽量車、 中量車、 軽 自動車及び車両総重量 2, 5 o o kg を超 え る乗用車を い う

I Wは等価慣性重量 。

( 3 ) 規制時期の欄中 ( ) 内 は輸入車規制適用時期。

( 4 ) 5 0 年度排出ガス規制の う ち 2 サ イ ク ル軽乗用車の炭化水素については 、 5 2 年 9 月 3 0 日 ま で その適用 を延期 さ れた ( こ の間の暫定規制

値は、 1 0 モ ー ド 5 6 ( 4 5 ) gゑm、 1 1 モ ー ド 3 3 ( 2 5 ) g / プ ス ト ) 。

( 5 ) デ ィ ー ゼル乗用車については 、 5 6 年 5 月 に規制強化のた めの 目標値が次下の と お り 設定 さ れた 。

車 種

許容限度設定目標値 ( 平均値 ) ( g / km )
測 定

の

方 法

N 0 x

H C C O
第 1 段 階
(中 期)

第 2 段 階
(長 期)

中型車 徒鱗度零れ2 5 0 kり 0 9 0 6

0 4 2 1

1 0モ ー ド に

よ る 測定小型車 鑽甥讐葬が 1 ' 2 5 0 kり 0 . 7 0 5



資料7 大気汚染防止法第3条第2項の政令で定めるはい じん排出基準

番号 別第の号令表1番 施 設 名
規 模
( 万N 禧

/ h )

本 則 附 則

一 般
( g /N岼)

o n

( % )
一 般
( g /N祷 )

o n の扱い

12345 ｢上14141驫14
令別表第一の一の項に掲
げ る ボ イ フ ーの う ち ガス

を専焼 さ せ る も の ( 5 の
項に掲げ る も のを除 く 。 )

令別表第一の一の項に掲
げる ボ イ フ ー の う ち重油

その他の液体燃料 ( 紙パ
ルプの製造に伴い発生す

る 黒液を除 く 。 以下 こ の
表において同 じ。 ) を専

焼 さ せる も の並 びにガス

及び液体燃料を混焼 さ せ
る も の ( 5 の項に掲げ る

も の を除 く 。 )

令別表第一の一の項に掲
げる ボ イ ラ ー の う ち紙パ

ルプの製造に伴い発生す

る黒液を専焼 さ せ る も の
並びに紙パルプの製造に

伴い発生す る黒液及びガ
ス又は液体燃料を混焼 さ
せ る も の ( 5 の項に掲げ

る も の を除 く 。 )

令別表第一の一の項に掲
げる ボ イ ラ ーの う ち石炭
を燃焼させ る も の ( 次項

に掲げる も のを 除 く 。 )

令別表第一の一の項に掲
げ る ボ イ フ ー の う ち 同表

の八の項の 中欄に掲げ る

触媒再生塔に附属す る も
の

20 以上
4 () 20

4 未満

20 以上

4 () 20

1 ~ 4

1 未満

20 以上

4 () 20

4 未満

20 以上
4 () 20

4 未満

} o o5

0 1 0

0 05

0 1 5

0 25

0 30

0 . 1 5

0 25

0 30

0 1 0

0 20

0 . 30

0 20

} 5

5

4

4

4

4

O

O S

O S

6

6

6

4

既設は当分の間
0 07 と す る

既設は当分の間

0 10 と す る

既設は当分の間
0 20 と す る

幅議題勢

*

既設は当分の間
0 25 と す る

既設は当分の間

0 25 と す る

* 既設は当分の

間 o 15 と す る

主た る燃料 と し

て低硫黄石炭を

使用 す る既設の

も のは 60年 6 月
30 日 ま で 0 25

と す る

既設は当分の間

0 30 と す る

既設は 6 0年 6

月 30 日 まで適

用 を猶予す る
60年 6 月 30 日

ま で適用 を猶

予する

当分の間適用

を猶予す る

‐ 1 7 7 -



番号 舞鍔 施 設 名
規 模
(万 N姪
/ h )

本 則 附 則

一 般
( g /N姪 )

o n

( % )
一 般

( g / N旙 )
o n の扱い

6附7891012345 11223333444
令別表第一の一の項に掲
げる ボイ フ ー の う ち前 5

項に掲げる も の以外の も
の

令別表第一の一の項に掲
げるボ イ フ ー の う ち石炭
( 一キ ロ グフ ム 当た り 発
熱量五千キ ロ カ ロ J ‐ 以
下の も のに限る 。 ) を燃
焼 さ せる も の

令別表第一の二の項に掲
げ る ガス発生炉

令別表第一の二の項に掲
げる 加熱炉

令別表第一の三の項に掲
げる 蟷焼炉

令別表第一の三の項に掲
げ る 焼結炉の う ち フ ェ ロ
マ ンガンの製造の用に供
す る も の

令別表第一の三の項に掲
げる焼結炉の う ち前項に
掲げ る も の以外の も の

令別表第一の三の項に掲
げる瑕焼炉

令別表第一の四の項に掲
げる 溶鉱炉の う ち高炉

令別表第一の四の項に掲
げる 溶鉱炉の う ち前項に
掲げ る も の以外の も の

令別表第一の四の項に掲
げ る 転炉

20 以上
4 () 20

4 未満

4 以上

4 未満

4 9しヒ

4 未満

4 妙しヒ

4 未満

4 らuヒ

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

} o 3o
0 30

0 05

0 10

0 10

0 15

} o 20

} o 1 5

0 20

0 25

0 05

} o 1 5

} ⑧

} 6
6

7

7

O S

O S

} O S

} O S

O S

O S

O S

} O S

} O S

既設は当分の間

0 40 と す る

既設は当分の間

0 70 と す る

*

既設は当分の間

0 30 と す る

* 既設は当分の

間 0. 25 と する

石油 コ ー ク スの

製造の用 に供す
る 既設の も のは

60年 6 月 30 日 ま

で 0 27 と す る

燃焼型で既設

の も のは 当分

の間 0 13 とす
る

既設は 、

を猶予霧

既設は

当分の間適用 を
猶予す る

一 1 7 8 一
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の め

番号 別第の号令表1番 施 設 名
規 模
(万N罐
/ h )

本 則 附 則

一 般
( g /N鮮 )

o n

( % )
一 般
( g / N姪 )

o n の扱い

16

17

1 8

1 9

20

21

22

23

24

25

4

5

6

7

8

8 -‐ 2

9

9

9

9

令別表第一の四の項に掲
げる 平炉

令別表第一の五の項に掲
げ る 溶解炉

令別表第一の六の項に掲
げ る加熱炉

令別表第一の七の項に掲
げる 加熱炉

令別表第一の八の項に掲
げる 触媒再生塔

令別表第一の八の二の項
に掲げる 燃焼炉

令別表第一の九の項に掲
げ る焼成炉 ( 石灰焼成炉
に限る 。 ) の う ち 土中釜

令月-壊第一の九の項に掲
げる焼成炉 ( 石灰焼成炉
に限る 。 ) の う ち前項に
掲 げる も の以外の も の

令別表第一の九の項に掲
げ る焼成炉の う ちセ メ ン
ト の製造の用に供す る も
の

令別表第一の九の項に掲
げ る焼成炉の う ち耐火 レ

ンガ又は耐火物原料の製
造の用に供す る も の

4 “guヒ

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

0 10

0 20

0 1 0

0 20

0 10

0 2 0

0 1 0

0 15

0 20

0 10

0 . 40

0 30

} ⑧
0 10

0 20

O S

O S

O S

O S

1 1

1 1

6

6

6

8

1 5

1 5

} 1 0
18

1 8

ア ル ミ ニ ウ ムの

地金若し く は合
金の製造又は ア
ル ミ ニ ウ ムの再

生の用 に供す る
反射炉の う ち既

没は 当分の間

0 30 と す る

既設は当分の間

0 1 5 と す る

既設は当分の間

0 25 と す る

潤滑油の製造の
用 に供する 1 万

N評 / h 未満の
既設の も のは当

分の間 0 1 8 とす
る

既設は当分の間

0 30 と す る

灘襲用

一 1 7 9 一



　
中

第号 別第の号令表1番 施 設 名
規 模
( 万N 艀

/ h )

本 則 附 則

一 般
( g / N 評)

o n

( % )
一 般

( g / N 齋)
o n の扱い

26

27

28

29

3 0

31

32

3 3

9

9

9

9

1 0

1 1

1 1

1 2

令別表第一の九の項に掲
げ る 焼成炉の う ち前 4 項
に掲げる も の以外の も の

令別表第一の九の項に掲
げる 溶融炉の う ち板ガ フ
ス又はガ ラ ス繊維製品

( ガフス 繊維を含む。 ) の
製造の用 に供す る も の

令別表第一の九の項に掲

げ る 溶融炉の う ち光学ガ
ラ ス 、 電気ガフ ス又は フ
リ ッ ト の製造の用に供す
る も の

令別表第一の九の項に掲
げる 溶融炉の う ち 前二項
に掲げる も の以外の も の

令別表第一の十の項に掲
げる 反応炉及び直火炉一

令別表第一の十一の項に
掲げる乾燥炉の う ち骨材
乾燥炉

令別表第一の十一の項に
掲げ る 乾燥炉の う ち前項
に掲げる も の以外の も の

令別表第一の十二の項に

掲げる電気炉の う ち合金

鉄 ( 珪素の含有率が 4 0
パ ー セ ン ト 以上の も のに

限 る 。 ) の製造の用に供
す る も の

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 翳しヒ

4 未満

4 珍しヒ

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

0 15

0 25

0 1 0

0 . 1 5

0 10

0 1 5

0 . 1 0

0 2 0

0 1 5

0 20

0 50

0 1 5

0 2 0

0 20

1 5

1 5

1 5

1 5

1 6

1 6

15

15

6

6

16

但癈
熱◎&-

炉司まo s
とする

但叢
熱風乾燥
炉はo s
とする

16

O

既設は当分の間
0 30 と す る

活性炭の製造の
用 に供す る 1 万

N禰 / h 未満の
既設の反応炉は

当分の間 o 3 0

と 伐る

2 万 N證 / h 未

満の既設の も の

は 当分の間 0 60
と す る

既設は当分の間

1 ~ 4 万N鐙 /
h は 0 30

1 万N旙 / h 未

満は 0. 35 とする

麗辱轉用

} 蜑期間適用
を猶予す る

一 1 8 0 -

、′-、.--′
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番号 別第の号令表1番 施 設 名
規 模
( 万N踏

/ h )

本 則 附 則

一 般
( g / N姪)

o n

( % )
一 般
( g /N 祷)

o n の扱い

34

35

36

37

38

39

4 0

41

42

43

44

45

1 2

1 2

1 3

1 3

14

14

1 4

14

1 4

1 4

1 8

20

令別表第一の十二の項に
掲げる 電気炉の う ち合金
鉄 ( 珪素の含有率が 4 0
パー セ ン ト 未満の も のに

限る 。 ) 及 びカ ーバ イ ト

の製造の用 に供す る も の

令別表第一の十二の項に

掲げる電気炉の う ち前二
項に掲げる も の以外の も
の

令別表第一の十三の項に
掲げる廃棄物焼却炉の う
ち連続炉

令別表第一の十三の項に

掲げる 廃棄物焼却炉の う
ち 前項に掲げる も の以外
の も の

令別表第一の十四の項に
掲げる 培焼炉

令別表第一の十四の項に
掲げる焼結炉

令別表第一の十四の項に
掲げる 溶鉱炉

令別表第一の十四の項に
掲げる転炉

令別表第一の十四の項に
掲げる 溶解炉

令別表第一の十四の項に

掲げる乾燥炉

令別表第一の十八の項に
掲げる 反応炉

令別表第一の二十の項に

掲げる電解炉

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

0 15

} ⑧

0 15

0 50

0 50

0 1 0

0 1 5

} o 15

} o 1 5

} o 1 5

0 1 0

0 . 2 0

0 . 1 5

0 . 20

0 3 0

0 0 5

o s

} O S

1 2

1 2

1 2

o s

o s

} O S

} O S

} O S

o s

o s

但1鮠
･霊
は0s

とする

6

O S

1 万 N虱 / h 未
満の既設の も の

は当分の間 0 30
と す る

気流澁℃送型の既

設の も のは当分
の間 0 . 1 8 とする

既設は当分の間
0 30 と す る

既設は 、

を猶予す る

既設は

当分の間適用 を

猶予する

- 1 8 1 -

の 0



番号 別第の号令表1番 施 設 名
規 模
( 万N蝨

/ h )

本 則 附 則

一 般
( g /N壼 )

o n

( % )
一 般

( g / N 姪 )
o n の扱い

46

47

4 8

4 9

50

5 1

52

53

54

55

21

2 1

23

23

24

2 5

26

26

26

28

令別表第一の二十一の項

に掲げる 焼成炉

令兄-践第一の二十一の項

に掲げる 溶解炉

令別表第一の二十三の項
に掲げる 乾燥炉

令別表第一の二十三の項
に掲げる 焼成炉

令別表第一の二十四の項

に掲げる 溶解炉

令別表第一の二十五の項
に掲げ る 溶解炉

令別表第一の二十六の項

に掲げる 溶解炉

令兄 -懐第一の二十六の項
に掲げる 反射炉

令別表第一の二十六の項
に掲げる 反応炉 ( 硝酸鉛
の製造の用に供す る も の
を除 く 。 )

令別表第一の二十八の項
に掲げる コ ー ク ス 炉

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

4 以上

4 未満

0 1 5 15

0 20 0 s

} … 鷲
は〇 s

･ ,ず護テ

編 88
0 1 0 O S

0 1 5 0 s

溜 8 8
0 1 0 o s

} 鮖義
･穣甥髪
?字著

滋可
熱源と して電気を使用する も の
o s と す る ( 本則 )

備考 1 こ の表に掲げる ぽい じんの量は 、 規格 Z 8 8 0 8 に定 め る方法によ り 測定 さ れ る量 と して表

示 さ れた も の と し 、 当該ばい じんの量に は 、 燃料の点火灰の除去のための火肩整理又はずす

の掃除を行 う 場合において排出 さ れ る るよい じん ( 1 時間 につ き合計 6 分間 を超 えない時間内

に排出 さ れ る も の に限 る 。 潟は含まれな い も の と す る 。

2 ぽい じんの量が著し く 変動す る施設 にあっ ては一工程の平均の量 とす る 。

3 規模は 、 施設の 1 時間当た り の最大排出ガス量 ( 湿 り ) によ り 区分さ れてい る 。

4 ぽいじ ん量の補正は次の算式に よ り 換算する も の と す る 。

C ‐ “聽 × Cs c ぽいじん量 ( g /N翁 on 施没ご と に定め られた標凖酸素濃度のo s 測定時の酸素濃度翰 C S 測定時のばいじ ん量 ( g /N np )

一 1 8 2 一
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